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障害児通所支援の在り方に関する検討会

第４回(R3.8.12) 資料２

児童発達支援及び放課後等デイサービスの役割・支援内容等について
（第２回・第３回における議論を踏まえ、更に検討を深める必要がある論点）

（１）児童発達支援（第２回資料）で提示した論点のうち、更に検討を深める必要がある論点

＜検討された内容＞

・ 児童発達支援には、比較的長時間・生活全般にわたり総合的な支援が行われるものや、保育所や幼稚園等に生活の主軸
を置き、スポット的に行われるもの等があり、それらをどう整理し、定義付けていくかが課題であること、また、中には、児童発
達支援として報酬の対象とすることが相応しくないと思われる事例も確認された。
・ 学習塾的な支援に偏っている事例や習い事のような支援については、塾やカルチャーセンターであるべきで、障害がない子
どもは私費で通っていることについて意見が挙げられた。
・ これらの支援が同様の報酬となることについては否定的な意見が挙げられた。
・ ガイドラインに沿った支援を求める上で、指定基準等による促しができない現状に対する改善の意見が挙げられた。
・ センター以外の事業所が、小さなエリアの中で、非連続にそれぞれの支援が行われていて、地域のネットワークに入ってい
ないとの意見が挙げられた。

第２回資料に提示した論点
○ ガイドラインでは、「障害のある子ども又はその可能性のある子どもに対し、個々の障害の状態及び発達の過程・特性等
に応じた発達上の課題を達成させていくための本人への発達支援を行うほか、子どもの発達の基盤となる家族への支援に
努めなければならない。また、地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するため、保育所、認定こども園、幼稚園、
小学校、特別支援学校（主に幼稚部及び小学部）等（以下「保育所等」という。）と連携を図りながら支援を行うとともに、専門
的な知識・経験に基づき、保育所等の後方支援に努めなければならない。」とされている。
このように①「個々の障害の状態及び発達の過程・特性等に応じた」本人への発達支援を行うべきとされ、②本人支援と

しては「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」の５領域が示されている
中で、現状のサービス提供の実態をどう考えるか。（５領域を必ずしもカバーせず一部のプログラムに特化した事業所が多く
存在し、個々の子どもの状態等に対するアセスメントが十分ない中で、利用する事業所の得意とする支援に偏ってしまう点
はないのか等。）（第２回論点）



（１）児童発達支援（第２回資料）で提示した論点のうち、更に検討を深める必要がある論点（続き）

＜更に検討を深める必要がある論点＞

・ 児童発達支援には、児童発達支援が生活の主軸である場合と、保育所や幼稚園等が生活の主軸である場合（既に併行通
園がされていて、児童発達支援はスポットな利用）があるが、その役割や支援内容等についてどう整理していくか。

・ ５領域をカバーする総合的な支援と特定のプログラムによる一部領域のみの支援があるが、ガイドラインにおいて想定して
いた本来の支援の在り方としては、総合的な支援なのではないか。

・ 一方、現に特定のプログラムに特化した支援の中でも、専門性の高い有効な発達支援については児童発達支援として位置
付けるべきと考えられるが、具体的にどのような発達支援が積極的に位置付けるべき特定のプログラム特化型の支援として
考えられるか。

・ 支援内容等についてこのような整理を行った上で、障害児の
状態等に応じて、どのような支援をどの程度利用することが
適当かのコーディネート機能（特に特定のプログラム特化型の
支援）が必要になると考えられるが、コーディネート機能を担う
ことができる関係機関として考えられるものは何か（例えば、
児童発達支援センターや相談支援事業所が考えられるか）。

・ 支援内容等の整理を行った上で、支援時間の長短に応じて
評価をしていくことについてどう考えるか。 （※）
※ 令和３年度障害福祉サービス等報酬改定において、放課後等デイサービス
について、提供時間に応じた報酬単価の設定を行うかどうかを検討した際は、
長時間生活全般にわたり集団で療育する方法と、短時間で個々の障害児に
応じて個別に療育する方法を比較したときに、短時間でも意味のある支援が
あるという改訂チームからのご意見もあったため、どちらを高く評価すべきか
を判断することは困難であったことなどから、当該設定はしなかったが、今回
は、こうした支援内容等の整理を行った上での検討事項。
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（２）放課後等デイサービス（第３回資料）で提示した論点のうち、更に検討を深める必要がある論点

＜検討された内容＞

・ ガイドラインについては見直しが必要という意見が挙げられた。
・ 役割や支援内容の整理に当たっては、年齢・障害特性・利用の目的（保護者の就労支援のためか）等に応じて分けること、
子ども期の後半は、達成感や自己肯定感を得たり、孤立しがちな時期の孤立を防止するなど、どういう発達支援を必要とす
るかを明確にすること等の意見が挙げられた。
・ インクルージョンを推進していくために、実際の移行支援の手間に見合う報酬上の評価が必要ではないかとの意見が挙げ
られた。
・ 事業所の支援内容等を評価するに当たり、行政だけがやること、同業者の仲間でやること、家族が言っていくことも難しく、
相談支援や行政、家族も入れたチームで、事業所を評価していくことも考えられるとの意見が挙げられた。
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第３回資料に提示した論点
○ 放課後等デイサービスのガイドラインにおいて、「①子どもの最善の利益の保障」、「②共生社会の実現に向けた後方支
援」、「③保護者支援」という基本的役割のもと、基本的姿勢を踏まえた上で、「①自立支援と日常生活の充実のための活
動」、「②創作活動」、「③地域交流の機会の提供」、「④余暇の提供」を複数組み合わせて行うこととされているところ、「児
童発達支援ガイドライン」や「放課後児童クラブ運営指針」と比較し、学齢期の障害児の発達支援（本人支援）の内容が十
分に示されているかどうか。（第３回論点）

○ 基本活動に挙げる４つの活動について、ガイドライン創設時の議論では、事業所単位では４つの活動の全てを行うことと
されていたところ、障害児の発達支援として必ずしも相応しくないと考えられるような事例も含めた現状のサービス提供の実
態をどう考えるか。（４つの活動等を必ずしもカバーせず一部のプログラムに特化した事業所が多く存在し、個々の子どもの
状態等に対するアセスメントが十分ない中で、利用する事業所の得意とする支援に偏ってしまう点はないのか等。）（第３回
論点）



（２）放課後等デイサービス（第３回資料）で提示した論点のうち、更に検討を深める必要がある論点（続き）

＜更に検討を深める必要がある論点＞ ※ 児童発達支援と共通する論点については 【共通】 と付記している。

・ 放課後等デイサービスのガイドラインは、児童発達支援のガイドラインと比較して提供すべき支援等について詳述されてお
らず（特に本人支援）、これを明確にしていく必要があると考えられるが、児童発達支援における支援内容や、本人支援にお
ける５領域（「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」）について、放課後
等デイサービスが学童期・思春期の支援という点も踏まえ、共通する部分・異なる部分についてどう考えられるか。
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児童発達支援ガイドラインの構成 放課後等デイサービスガイドラインの構成

１ 総則
（１）ガイドラインの趣旨
（２）放課後等デイサービスの基本的役割
○ 子どもの最善の利益の保障
○ 共生社会の実現に向けた後方支援
○ 保護者支援
（３）放課後等デイサービスの提供に当たっての基本的姿勢と基本活動
① 基本的姿勢
② 基本活動
ア 自立支援と日常生活の充実のための活動
イ 創作活動
ウ 地域交流の機会の提供
エ 余暇の提供

（４）事業所が適切な放課後等デイサービスを提供するために必要な組織運営管理
① 適切な支援の提供と支援の質の向上
② 説明責任の履行と、透明性の高い事業運営
③ 様々なリスクへの備えと法令遵守

２ 設置者・管理者向けガイドライン （略）

３ 児童発達支援管理責任者向けガイドライン （略）

４ 従業者向けガイドライン （略）

第１章 総則
１ 目的
２ 障害児支援の基本理念
（１）障害のある子ども本人の最善の利益

の保障
（２）地域社会への参加・包容（インクルー

ジョン）の推進と合理的配慮
（３）家族支援の重視
（４）障害のある子どもの地域社会への参

加・包容（インクルージョン）を子育て支
援において推進するための後方支援と
しての専門的役割

３ 児童発達支援の役割
４ 児童発達支援の原則
（１）児童発達支援の目標
（２）児童発達支援の方法
（３）児童発達支援の環境
（４）児童発達支援の社会的責任
５ 障害のある子どもへの支援

第２章 児童発達支援の提供すべき支援
１ 児童発達支援の内容
（１）発達支援
ア 本人支援
（ア）健康・生活
ａ ねらい ｂ 支援内容

（イ）運動・感覚
ａ ねらい ｂ 支援内容

（ウ）認知・行動
ａ ねらい ｂ 支援内容

（エ）言語・コミュニケーション
ａ ねらい ｂ 支援内容

（オ）人間関係・社会性
ａ ねらい ｂ 支援内容

イ 移行支援
（ア）ねらい （イ）支援内容
ウ 支援に当たっての配慮事項

（２）家族支援
ア ねらい イ 支援内容
ウ 支援に当たっての配慮事項

（３）地域支援
ア ねらい イ 支援内容
ウ 支援に当たっての配慮事項

第３章 児童発達支援計画の作成及び評価 （略）

第４章 関係機関との連携 （略）

第５章 児童発達支援の提供体制 （略）

児童発達支援は、支援内容ごとのねらい等を詳述している（10頁）。
放課後等デイサービスは、支援内容ごとの基本的姿勢が共通のもの
で、また、支援内容自体も簡潔に記載している（２～３頁）。



（２）放課後等デイサービス（第３回資料）で提示した論点のうち、更に検討を深める必要がある論点（続き）

＜更に検討を深める必要がある論点＞（続き）

・【共通】 放課後等デイサービスにおいても、児童発達支援と同様、基本活動を組み合わせた総合的な支援と特定のプログラ
ムのみによる支援があるが、ガイドラインにおいて想定していた本来の支援の在り方としては、総合的な支援なのではないか。

・【共通】 一方、現に特定のプログラムに特化した支援の中でも、専門性の高い有効な発達支援については放課後等デイサ
－ビスとして位置づけるべきと考えられるが、具体的にどのような発達支援が積極的に位置付けるべき特定のプログラム特
化型の支援として考えられるか。

・ 児童発達支援と異なり、放課後等デイサービス特有のプログラムとして考えられるものがあるか。

・ 放課後等デイサービスは小学生から高校生まで幅広い
年代の障害児が利用するところ、支援の目的や支援内容
については、年代に応じて支援内容を分けて考える必要が
あると考えるが、以下のことについてどう考えるか。
① 年代の分類について（小学生（低学年・高学年）・中学
生・高校生の４分類か、もしくは別の分類か。）

② 年代ごとに求められる支援の目的（アウトプット）や
支援内容（支援に当たっての着眼点）等について。

・【共通】 支援内容等についてこのような整理を行った上で、
障害児の状態等に応じて、どのような支援をどの程度利用
することが適当かのコーディネート機能（特に特定のプログ
ラム特化型の支援）が必要になると考えられるが、コーディ
ネート機能を担うことができる関係機関として考えられる
ものは何か（例えば、児童発達支援センターや相談支援
事業所が考えられるか）。
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（２）放課後等デイサービス（第３回資料）で提示した論点のうち、更に検討を深める必要がある論点（続き）

＜更に検討を深める必要がある論点＞（続き）

・【共通】 支援内容等の整理を行った上で、支援時間の長短に応じて評価をしていくことについてどう考えるか。 （※）
※ 令和３年度障害福祉サービス等報酬改定において、放課後等デイサービスについて、提供時間に応じた報酬単価の設定を行うかどうかを検討した際は、長
時間生活全般にわたり集団で療育する方法と、短時間で個々の障害児に応じて個別に療育する方法を比較したときに、短時間でも意味のある支援があるとい
う改訂チームからのご意見もあったため、どちらを高く評価すべきかを判断することは困難であったことなどから、当該設定はしなかったが、今回は、こうした支
援内容等の整理を行った上での検討事項。
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（３）児童発達支援・放課後等デイサービス共通（第２回・３回検討会における構成員意見を踏まえ）で、更に検討を深める必要が
ある論点

○ 地域の関係機関等との連携等について

※ 第115回社会保障審議会障害者部会（令和３年７月28日）においても、支援の質を確保していく観点から地域や第三者の目を入れていくことの必要性について
意見が挙げられた。

＜更に検討を深める必要がある論点＞

・ 関係機関との連携についてはガイドラインにも規定されているが、主に障害児への支援を効果的に行う観点から記載されて
いる。また、地域の他の事業所との横の関係については記載されていない。
関係機関等との連携の意義は、障害児への効果以外に、当該事業所が関係機関等の取組を学ぶこと、事業所の支援を関
係機関等から評価されることを通じて、当該事業所の支援の質自体が向上する効果もあると考えられる。このように、連携す
る意義や効果について、手厚く記載していくことが重要ではないか。

・ ガイドラインに規定する支援内容等を浸透させる方策として、事業所の自己評価や保護者の評価の実施と公表を求めている
ところ、当該評価について機能していないとの指摘もある。事業所やその利用者だけではなく、評価に当たって、地域の関係機
関等の視点も取り入れていくことについてどう考えるか。
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第２回・第３回検討会における構成員意見
○ 小さなエリアの中で、非連続にそれぞれの支援が行われていて、地域のネットワークに入っていない。（第２回）

○ 児童発達支援事業は地域支援機能が弱い。マネジメントはどこがするのか、また、各主体が地域の中で、役割を自覚的
に認識した上で、地域全体で一体的に進める風土をどう作るのか。制度的なインセンティブも含めて検討の余地がある。（第
２回）

○ 事業所の支援内容等を評価するに当たり、相談支援や行政、家族も入れたチームで、事業所を評価していくことも考えら
れる。（第３回）



（参考）第２回・第３回検討会における構成員の主な意見（事務局の責任においてとりまとめたもの）

① 第２回（児童発達支援）
○ 量的拡大から質的な向上が課題。本来であれば、スポット的な支援、生活全般の支援を含めて積極的にどう位置づけるかが問われており、頑健
な定義わけをしながらも現場の負担にならないような、整理とすることが課題。

○ 短時間で塾のようなところから、ガイドラインに沿ったトータルな発達支援をしているところと同じ報酬というのは変ではないか。
○ 相応しくない事例の中で②（学習塾的な支援に偏っていると見られる事例）、③（習い事と変わらない支援を行っているとみられる事例）が問題と
感じる。この内容はカルチャーセンターや塾であるべき。障害児専用の塾やスポーツクラブを作ることが、この制度を作った趣旨ではないと理解して
いる。

○ ガイドラインに沿って開設前説明会を開いているが、理解が進み専門性をもったものをやることが出来るかというとそうはならない。指定申請の中
で、基準を満たせば指定せざるを得ない現状。法律等に位置づけることで、一歩進んだ権限が指定ができると、もう少し専門性を持ったものが出来
るのではないか。

○ 小さなエリアの中で、非連続にそれぞれの支援が行われていて、地域のネットワークに入っていない。
○ 児童発達支援事業は地域支援機能が弱い。マネジメントはどこがするのか、また、各主体が地域の中で、役割を自覚的に認識した上で、地域全
体で一体的に進める風土をどう作るのか。制度的なインセンティブも含めて検討の余地がある。

② 第３回（放課後等デイサービス）
○ 議論に当たって、子どもが、尊厳・内在的な価値・自己肯定感を高めてもらうところを含めて、その子らしさを発揮することを前提に置くところが必
要ではないか。

○ 役割・支援内容等について、年齢、障害の特性、支援の目的（障害児の発達支援か保護者の就労保障か）といった切り口で整理が必要ではない
か。

○ ガイドラインの内容を浸透させるには、ガイドラインを簡素化したものやチェック項目の作成、定期的な研修受講による報酬による評価、ガイドライ
ンの役割をどう果たすか事業所側から実施計画を示してもらう仕組み作りが考えられる。

○ 事業所の支援内容等を評価するに当たり、相談支援や行政、家族も入れたチームで、事業所を評価していくことも考えられる。
○ 就学期以降は、不安とか葛藤が障害があっても高まる時期なので、放課後デイの活動を通して、親以外の人に褒めてもらったり、達成感を持った
り、仲間がいたり、どうしても孤立しがちになる時期に孤立を防いだり、自尊心を育んだり、自己肯定感を育み、大人につなげていくことが重要。
子供期の後半の支援をどういう発達保障が必要なのかという観点に立ったガイドラインをしっかりとつくり直すべきではないか。そういう基準がな
いので、いろいろな問題が起きていると思われる。

○ 障害児についてはセルフプラン率が高いことは課題だと考える。需要と供給のバランスの中でやや供給過多とも言える地域は、やはり事業所の
中での利用者確保が先に立つ傾向があると思われる。

○ 一般施策への移行のための評価を充実させていく必要がある。学校を含め、様々な関係者と繫ぐソーシャルワークが必要。相談支援がそうした
役割を担うことも考えられる。
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